
□ 報告第1号 令和2年度三田市一般会計補正予算（第11号）

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

＋ ＝

(2) 歳入歳出予算補正の内訳 　〔千円〕

(3) 歳出補正の内容 <補正「目」　予算書ページ>

　【施策的事業（新型コロナ対策）】

① 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 <p8 予防費>

② 新型コロナウイルスワクチン接種実施事業 <p8 予防費>

【健康増進課】   〔 国 114,844〕

③ 時短営業要請事業者協力金 <p8 商工振興費>

【産業政策課】   〔 一般財源 26,400〕

計

(4) 歳入補正の内容

① ⇒

② 財政調整基金取崩し ⇒

2 繰越明許費補正

令和3年3月 三田市議会定例会（第360回）における報告（専決補正）

内　　　　　　　容

事業名 金額

52,897,238千円

国県支出金 地方債 その他

電 話 559-5018 （ 内 線 3651 ）

補正額

１月専決

0 26,400

141,244 114,844 0

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 114,844千円

114,844千円

1,499,019 1,525,419

【国】新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 0 114,844

26,400千円

0

0

101,182千円

141,244千円

13,662千円

　本市において、予防接種法の臨時接種の特例に基づき、新型コロナウイルス感染症に係
るワクチンの接種を実施するため、必要な体制の確保及び接種準備を行う。
　想定内容
　　◆事業期間　　令和2～3年度
　　◆対象者　　　 接種時点で本市の住民基本台帳に登録されている者等（1人2回接種）
　　◆接種方法　　集団接種（市内公共施設4か所程度）、市内医療機関
　　◆開始時期　　4月から高齢者、以降国が定める順位（医療従事者等は先行実施）

　新型インフル等特措法に基づく兵庫県の要請に応じて、営業時間の短縮に協力した事業
者に対し県市協調による協力金を支給する。
　　◆要請　　　　　午前5時から午後8時までの営業時間短縮
　　◆対象者　　　 食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店等
　　◆対象期間　　R3年1月14日（木）～2月7日（日）　25日間
　　◆支給額　　 　６万円/店舗×時短営業日数

予 算 案 説 明 資 料

令 和 3 年 2 月 12 日
経営管理部財務室財政課（櫻井）

26,400千円

(補正前の額) (補正額) (補正後の額)

52,755,994千円 141,244千円

一般財源

施策的事業（新型コロナ対策） 26,400

合　　　　計 141,244 114,844


